
 
 

 

2026年5月21日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 フ ル ッ タ フ ル ッ タ 

代 表 者 代表取締役社長執行役員CEO 長 澤  誠 
 （コード番号 2586 東証グロース） 
問 合 せ 先 管理部長 野呂 広利 
 TEL.03-6272-3190 

 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、2026年5月20日付の当社取締役会において、定款一部変更（以下「本定款変更」といいます。）の件について、

2026年６月開催予定の第24期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に付議することを決議いたしまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1.定款変更の目的 

 当社は、発行済のA種種類株式の全てを取得および消却いたしましたので、これに伴い、定款上の同種類株式

に関する以下の規定を削除するものであります。 

なお、本定款変更の効力の発生は、本定時株主総会において本定款変更の議案が原案どおり承認可決されるこ

とを条件とします。 

 

2．定款変更の内容 

定款変更の内容は、別紙「定款変更の内容」のとおりです。 

 

３.定款変更の日程 

（１） 取 締 役 会 決 議 日 2026年5月20日 

（２） 本 定 時 株 主 総 会 決 議 日 2026年６月24日（予定） 

（３） 効 力 発 生 日 2026年６月24日（予定） 

 

以  上  

 

  



(別紙) 

定款変更の内容 

（下線は変更箇所を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第2章 株式 第2章 株式 

（発行可能株式総数） （発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、1億３,４８４万７,８３２株と
し、当会社の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおりとす
る。 
普通株式 1億３，４８４万７，８３２株 
Ａ種種類株式 ５８４万８，８８７株 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、1億３,４８４万７,８３２株と
する。 

（単元株式数） （単元株式数） 

第８条 当会社の普通株式の単元株式数は、１００株とし、Ａ種種類
株式の単元株式数は、１株とする。 

第８条 当会社の単元株式数は、１００株とする。 

第２章の２ Ａ種種類株式 （削 除） 

（Ａ種種類株式）  

第１１条の２ 当会社の発行するＡ種種類株式の内容は次のとおりと

する。 

２．残余財産の分配 

（１）残余財産の分配 

当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種種類株式を有する株

主（以下、「Ａ種種類株主」という。）又はＡ種種類株式の登録株式

質権者（Ａ種種類株主と併せて以下、「Ａ種種類株主等」という。）

に対し、第１１条の４第１項に定める支払順位に従い、Ａ種種類株

式１株につき、Ａ種種類株式１株当たりの払込金額相当額（以下、

「Ａ種残余財産分配額」という。）の金銭を支払う。なお、Ａ種残余

財産分配額に、各Ａ種種類株主等が権利を有するＡ種種類株式の

数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切

り捨てる。 

（２）非参加条項 

Ａ種種類株主等に対しては、前号のほか、残余財産の分配は行わな

い。 

 

３．議決権 

Ａ種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会にお

いて議決権を有しない。 

 

４．普通株式を対価とする取得請求権 

（１）普通株式対価取得請求権（転換権） 

Ａ種種類株主は、２０２１年９月１６日以降、当会社に対し、第４号に定

める数の普通株式の交付と引換えに、その保有するＡ種種類株式の

全部又は一部を取得することを請求すること（以下、「転換請求」とい

う。）ができるものとし、当会社は、転換請求に係るＡ種種類株式を取

得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、第４号に定める数の普通

株式を交付するものとする。 

（２）当初転換価額 

当初転換価額は、５０円とする。 

（３）転換価額の調整 

（ａ）以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転

換価額を調整する。 

①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の

算式により転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、

次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行

済普通株式数（但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除

く。）」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式

数（但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞ

れ読み替える。 

 

調整後 

転換価額 
＝ 
調整前 

転換価額 
× 

分割前発行済 

普通株式数 

分割後発行済 

普通株式数 
 

（削 除） 



現 行 定 款 変 更 案 
 
調整後転換価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割

当ての効力が生ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合

は当該基準日の翌日）以降これを適用する。 

②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により転換価額

を調整する。 

 

調整後 

転換価額 
＝ 
調整前 

転換価額 
× 

併合前発行済 

普通株式数 

併合後発行済 

普通株式数 

 

調整後転換価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用す

る。 

③本号（ｄ）に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をも

って普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合

（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式

若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下

本号において同じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株

予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により

普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下、「転換価額調整

式」という。）により転換価額を調整する。転換価額調整式における「１

株当たりの払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合に

は、当該財産の適正な評価額とする。調整後転換価額は、払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、ま

た株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日（以下、

「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保

有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新発行株式

数」は「処分株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ

読み替える。 

 

調整後 

転換価額 
＝ 

調整前 

転換価額 
× 

（既発行普通株式数 

－ 

自己株式数） 

＋ 

新発行 

株式数 
× 
１株当たりの 

払込金額 

時価 

（既発行株式数－自己株式数）＋新発行株式数 

  

 
 

 

④当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることに

より、本号（ｄ）に定める普通株式１株当たりの時価を下回る普通株式

１株当たりの転換価額をもって普通株式の交付を受けることができる

株式を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、か

かる株式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最

終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効

力が生ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基

準日。以下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその

日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通

株式が交付されたものとみなし､転換価額調整式において「１株当た

りの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後

転換価額とする。調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、株式無償

割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日

がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわら

ず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定し

ていない場合は、調整後転換価額は、当該対価の確定時点において

発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得

され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対

価が確定した日の翌日以降これを適用する。 

 

 

  



現 行 定 款 変 更 案 

⑤行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式

１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出

資される財産（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財

産の適正な評価額とする。以下本⑤において同じ。）の合計額が本号

（ｄ）に定める普通株式１株当たりの時価を下回る価額をもって普通株

式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新株予

約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新

株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株予約権無

償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本⑤におい

て同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株

予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付

されたものとみなし、転換価額調整式において「１株当たりの払込金

額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権

の行使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計

額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価

額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当

ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日があ

る場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得

又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定し

ていない場合は、調整後転換価額は、当該対価の確定時点において

発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され

又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するもの

とし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤

による転換価額の調整は、当会社又は当会社の子会社の取締役、監

査役又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通

株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。 

（ｂ）本号（ａ）に掲げた事由によるほか、以下の①乃至③のいずれかに

該当する場合には、当会社はＡ種種類株主等に対して、あらかじめ書

面によりその旨ならびにその事由、調整後転換価額、適用の日及びそ

の他必要な事項を通知したうえ、転換価額の調整を適切に行うものと

する。 

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全

部の取得、株式移転、株式交付、吸収分割、吸収分割による他の会社

がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は

新設分割のために転換価額の調整を必要とするとき。 

②転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由

に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、

他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

③その他、発行済普通株式数（但し、当会社が保有する普通株式の数

を除く。）の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって転換

価額の調整を必要とするとき。 

（ｃ）転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 

（ｄ）転換価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後

転換価額を適用する日に先立つ４５取引日目に始まる連続する３０取

引日のVWAPの平均値とする。 

（ｅ）転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整

前転換価額との差額が０．１円未満にとどまるときは、転換価額の調

整はこれを行わない。但し、本（ｅ）により不要とされた調整は繰り越

されて、その後の調整の計算において斟酌される 

（４）取得と引換えに交付すべき普通株式数 

Ａ種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数は、Ａ種種類

株式１株当たりの払込金額である１９３，０００円に転換請求に係るＡ

種種類株式の数を乗じて得られる額を第２号及び第３号において定

める転換価額で除して得られる数とする。Ａ種種類株式の取得と引換

えに交付すべき普通株式の数に１株未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てるものとする。なお、当該端数については会社法第１６７条

第３項によって端数相当額の代金が交付される。 

 

   



現 行 定 款 変 更 案 

（５）転換請求受付場所 

東京証券代行株式会社 本店 

（６）転換請求の効力発生 

転換請求の効力は、転換請求に要する書類が第５号に記載する転換

請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希

望日のいずれか遅い時点に発生する。 

 

５． 金銭を対価とする取得条項 

当会社は、２０２１年１月１０日以降、金銭対価償還日（以下に定義さ

れる。）の開始時において、当会社の取締役会が別に定める日（以

下、「金銭対価償還日」という。）が到来することをもって、Ａ種種類

株主等に対して、金銭対価償還日の６０取引日前までに書面による

通知（撤回不能とする。）を行った上で、法令の許容する範囲内にお

いて、金銭を対価として、Ａ種種類株式の全部又は一部を取得する

ことができる（以下、「金銭対価償還」という。）ものとし、当会社は、

当該金銭対価償還に係るＡ種種類株式を取得するのと引換えに、当

該金銭対価償還に係るＡ種種類株式の数に、Ａ種種類株式１株当た

りの払込金額相当額に１１０％を乗じて得られる額の金銭を、Ａ種種

類株主に対して交付するものとする。なお、金銭対価償還に係るＡ

種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に１円に満たない端数が

あるときは、これを切り捨てるものとする。なお、Ａ種種類株式の一

部を取得するときは、按分比例の方法による。 

 

 

６．自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除 

当会社が株主総会の決議によってＡ種種類株主との合意により

当該Ａ種種類株主の有するＡ種種類株式の全部又は一部を取得

する旨を決定する場合には、会社法第１６０条第２項及び第３項の

規定を適用しないものとする。 

 

（株式の併合又は分割、募集株式の割当て等）  

第１１条の３ 当会社は、Ａ種種類株式について株式の分割又は併合を

行わない。 

２．当会社は、Ａ種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又

は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。 

３．当会社は、Ａ種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無

償割当てを行わない。 

（削 除） 

（優先順位）  

第１１条の４ Ａ種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支

払順位は、Ａ種種類株式に係る残余財産の分配を第１順位、普通株式

に係る残余財産の分配を第２順位とする。 

２．当会社が残余財産の分配を行う額が、ある順位の残余財産の分配

を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の残余財産の

分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により残余財

産の分配を行う。 

（削 除） 

第3章 株主総会 第3章 株主総会 

（種類株主総会） （種類株主総会） 

第１７条の２ 第１３条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種

類株主総会にこれを準用する。 

  ２． 第１４条、第１５条及び第１７条の規定は、種類株主総会にこれ

を準用する。 

  ３． 第１６条第１項の規定は、会社法第３２４条第１項の規定による

種類株主総会の決議にこれを準用する。 

  ４． 第１６条第２項の規定は、会社法第３２４条第２項の規定による

種類株主総会の決議にこれを準用する。 

  ５． 当会社が、会社法第３２２条第１項各号に掲げる行為をする場

合には、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、Ａ種種類株主

を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。 

（削 除） 

 


